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 資料４－１  

農業農村整備事業の概要 

【農村整備課】 
１ 事業の目的 

農業農村整備事業は、国民の食料需給の動向に応え、農業と農村の健全な発展と、都市
にも開かれた水・土・里(みどり)豊かな活き活きとした暮らしを創出するために、農業の
生産基盤と農村の生活環境の一体的な整備、及び農地や施設等の保全管理を行います。 

（１）農業生産基盤の整備 
国民に対する食料の安定供給、農業生産性の向上、需要の動向に即した農業生産の

再編及び経営規模拡大等農業構造の改善に資するため、農業用排水施設、農地の整備
等を行います。 

（２）農村生活環境の整備 
生産基盤の整備と一体的に生活環境を整備し、快適で活力ある農村地域の形成に資

するため、農業集落排水施設の整備、農村の総合的整備、中山間の総合的整備を行い
ます。 

（３）農地や施設等の保全管理 
農村地域での災害を未然に防止し、農地及び農業用施設の保全を図るための農地防

災等を行います。 
 
２ 事業の体系 
農業農村整備事業の体系は、下表のとおりです。（網掛け部：再評価対象事業） 

区分 整備内容 事業名 

農業生産基盤整備 

用排水施設の整備 かんがい排水事業 

農地の整備 
経営体育成基盤整備事業 
畑地帯総合整備事業 
農用地再編開発事業 

農道の整備 農道整備事業 

農村生活環境整備 

農業集落排水施設の整備 農業集落排水事業 

農村の総合的整備 
農村総合整備事業 
農村振興整備事業 

中山間地域の整備 中山間総合整備事業 

農地等保全管理 
農地の防災保全 

総合農地防災事業 
農地防災事業 
農地保全事業 
農村環境保全対策事業 
地すべり対策事業 

施設の維持管理 土地改良施設管理事業 
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３ 整備状況 

県内における整備状況は、下表のとおりです。 

（１）農業生産基盤整備 

整 備 内 容 
整備対象 
数  量 

整備済 
数 量 

整備率（％） 
備 考 

本県 全国 

■水田の整備 
ほ場の整備（30a 区画以上） 

81,050 ha 

42,001 ha 51.8 59.0  
 うち 1ha 以上の大区画ほ場 1,613 ha  2.0  7.5  
汎用化水田※の整備 
※排水性に優れ、畑作が可能な水田 

33,087 ha 40.8 46.0  

水田における基幹水利施設の整備 
52,800 ha 65.1 － 用水施設 
43,100 ha 53.2 － 排水施設 

■畑地の整備 
畑地の農道の整備 

60,563 ha 

35,942 ha 59.3 74.0  
 うち幅員 4m 以上 17,017 ha 28.1 －  
畑地かんがいの整備 3,783 ha  6.2 20.3  
畑地の排水改良 37,330 ha 61.6 －  

 
（２）農村生活環境整備 

整 備 内 容 
整備対象 
数  量 

整備済 
数 量 

整備率（％） 
備 考 

本県 全国 

農業集落道の整備 4,466 km 2,384 km 53.4 －  

農業集落排水処理施設の整備 
671 集落 336 集落 50.1 － 集落数 

203,562 人 110,834 人 54.4 54.9 処理人口 

 
（３）農地や施設等の保全管理 

整 備 内 容 
整備対象 
数  量 

整備済 
数 量 

整備率（％） 
備 考 

本県 全国 

老朽ため池の整備 771 地区 220 地区 28.5 －  

地すべり対策 36 地区 8 地区 22.2 －  

防災ダム 12 地区 10 地区 83.3 －  

ため池等整備（老ため除） 156 地区 105 地区 67.3 －  

農地保全整備 30 地区 5 地区 16.7 －  

水質保全対策 9 地区 6 地区 66.7 －  

 
※本県の「整備対象数量」「整備済数量」は農村整備課調査データによる 

※整備率欄の全国「－」は、比較可能なデータがないもの 
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４ かんがい排水事業の概要 

かんがい排水事業は、食料生産の基盤である農業用水の安定供給や、洪水による農業被
害を防止するため、ダム、頭首工、用排水路、用排水機場などを整備します。 
県内における県営かんがい排水事業は、今年度の再評価対象である指久保地区を含め、

現在７地区で実施中です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ダム 

頭首工 
幹線用水路 

末端排水路 

支線排水路 

幹線排水路 

排水ポンプ場 

支線用水路 

ほ場整備による末端水路の整備 

●用水路 

●排水ポンプ場 

●頭首工 

●排水路 

頭首工を整備することに
より、河川から農業用水を
安定的に取水 

排水路の整備により、水田転作
農作物への排水不良による被
害を防止 

河川や海面より低い農地内の
水を排水ポンプ場で汲み上げ
て排水 

ダムや頭首工から取水した農業
用水を下流の受益地まで配水 

●ダム 

農業用水の安定供給に資するほ
か、洪水の一時的貯留による防災
機能を持つ場合もあり 

事業の規模等に応じて、直轄事業及び
補助事業を重層的に実施
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